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(57)【要約】
【課題】
　マウスピースに傷を付けることなく装着できるリガチ
ャーを提供すること。
【解決手段】　マウスピース１にリード２を固定するた
めのリガチャー３であって、
　リード２をマウスピース１に押しつけつつ、マウスピ
ース１の導体部周囲に巻き付けられる帯状部材２０１ａ
～ｃと、帯状部材２０１ａ～ｃの両端に設けられた２つ
の穴に貫挿され、帯状部材の両端同士を接続する棒状部
材２０２と、を備え、棒状部材２０２は、マウスピース
１と接触しないように、凹部２０２ａを有していること
を特徴とする。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マウスピースにリードを固定するためのリガチャーであって、
　リードをマウスピースに押しつけつつ、マウスピースの導体部周囲に巻き付けられる帯
状部材と、
　前記帯状部材の両端に設けられた２つの穴に貫挿され、前記帯状部材の両端同士を接続
する棒状部材と、
　を備え、
　前記棒状部材は、前記マウスピースと接触しないように、凹部を有していることを特徴
とするリガチャー。
【請求項２】
　前記棒状部材は、ボルトとナットから構成され、該ボルトの一部に、前記凹部を有して
いることを特徴とする請求項１に記載のリガチャー。
【請求項３】
　前記帯状部材は、皮革製、紐製又は布製のベルトと、該ベルトの両端に取り付けられた
２本の金属棒と、を備え、
　前記棒状部材は、２本の前記金属棒のそれぞれに設けられた穴に貫挿されることを特徴
とする請求項１に記載のリガチャー。
【請求項４】
　前記凹部は、
　前記帯状部材に前記棒状部材を取り付けた状態で、前記帯状部材と前記棒状部材とによ
って形成される円筒形状の空間に、前記マウスピースを挿入する際に、前記マウスピース
と最も近接する前記棒状部材の一部に設けられることを特徴とする請求項１に記載のリガ
チャー。
【請求項５】
　前記凹部は、
　前記マウスピースの外周面の形状に応じたアール状の窪みであることを特徴とする請求
項１に記載のリガチャー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は楽器のマウスピースに取り付けられるリガチャーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　サックスやクラリネットなどの楽器においては、リガチャーを用いて、リードを演奏者
の好みに応じた位置でマウスピースに固定することが一般的に行なわれている。リードの
材質や形状や位置などによって音色が変わるため、演奏者が容易に操作できるよう、通常
、リガチャーは、特許文献１に開示されているように、マウスピースに巻きつけたベルト
の両端をねじによって締め付ける構成となっている。また、通常は、ねじをゆるめて形成
した環状リガチャーの中央部分の空間にリードとマウスピースとを挿入して、ねじを締め
付けることにより、リードをマウスピースに固定する。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－８４７５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のリガチャーでは、環状リガチャーの中央部分の空間にマウスピー
スを挿入する際、ベルトの両端を接続する棒状部材が、マウスピースと接触することによ
り、マウスピースに傷が付いていた。
【０００５】
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　本発明は、上記従来技術の課題を解決するためになされたもので、その目的は、マウス
ピースに傷を付けることなく装着できるリガチャーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明にあっては、
　マウスピースにリードを固定するためのリガチャーであって、
　リードをマウスピースに押しつけつつ、マウスピースの導体部周囲に巻き付けられる帯
状部材と、
　前記帯状部材の両端に設けられた２つの穴に貫挿され、前記帯状部材の両端同士を接続
する棒状部材と、
　を備え、
　前記棒状部材は、前記マウスピースと接触しないように、凹部を有していることを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００７】
　マウスピースに傷を付けることなく装着できるリガチャーを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。た
だし、この実施の形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、この発明の範囲
をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【０００９】
　図１は、本発明の実施形態としてのリガチャーを装着したサックス全体の構成を示す図
であり、図１（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。本実施形態では、本実施形態に係
るリガチャーを装着する楽器としてアルトサックスを例に挙げて説明するが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、クラリネットなどの他のシングルリード楽器は勿論、マウ
スピース及びリガチャーを用いるあらゆる楽器に適用できる。
【００１０】
　図１において、１はマウスピース、２はリード、３はリガチャー、４は、サックス本体
である。
【００１１】
　リガチャー３によってマウスピース１に取り付けられたリード２を、マウスピース１に
息を吹き込むことで振動させ、その振動音をサックス本体４で増幅させる構成となってい
る。振動するのはリード２であるが、そのリード２をマウスピース１に固定するリガチャ
ー３の材質や構成などによって音色や音の出しやすさが大きく変わるため、演奏者にとっ
てリガチャー３選びは非常に重要な課題である。
【００１２】
　図２乃至５を用いてリガチャー３の構成を詳しく説明する。図２は、マウスピース１を
挿入した状態のリガチャー３全体の斜視図である。マウスピース１及びリード２は、２点
鎖線で示されている。
【００１３】
　リガチャー３は、リード２をマウスピース１に押しつけつつ、マウスピース１の導体部
周囲に巻き付けられる帯状部材と、帯状部材の両端に設けられた２つの穴に貫挿され、帯
状部の両端同士を接続する棒状部材２０２を備える。帯状部材は、ベルト２０１ａと、そ
の端部に取り付けられた金属棒２０１ｂ、２０１ｃとから構成される。なお、ここでは、
革製のベルト２０１ａを示しているが、ベルト２０１ａの材質は皮革に限定されるもので
はなく、金属や編み込みの紐などその他の材質であってもよい。
【００１４】
　棒状部材２０２の材質としては、真鍮、洋白、またはステンレスなどから選ぶことがで
きる。また、滑りを良くするため、金めっき、銀めっき、ニッケルめっき或いは、チタン
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めっきを施すことが望ましい。
【００１５】
　また、ベルト２０１ａにおける、棒状部材２０２と対向する位置には、レール部材２０
６が設けられており、２本のレールでリード２に接触することにより、リード２の振動を
最大限に生かす構成となっている。
【００１６】
　図３は、マウスピース１を挿入した状態のリガチャー３の正面図である。
【００１７】
　棒状部材２０２は、ボルト２０２ｂとナット２０２ｃとから構成され、ボルト２０２ｂ
の一部に、マウスピース１と接触しないように、凹部２０２ａを有している。この凹部２
０２ａは、金属棒２０１ｂ、２０１ｃに棒状部材２０２を取り付けた状態で、ベルト２０
１ａと棒状部材２０２とによって形成される円筒形状の空間３０１に、マウスピース１を
挿入する際に、マウスピース１と最も近接する棒状部材２０２の一部に設けられる。図３
では、凹部２０２ａの形状は、マウスピース１の外周面の形状に応じたアールとなってい
るが、これに限定されるものではなく、マウスピース１の外周と接触しない程度に削られ
ていればよい。ただし、凹部２０２ａが深すぎると、ボルト２０２ｂの強度が落ちるため
、マウスピース１をリガチャー３に挿入する際に、マウスピース１が接触しない程度の必
要最低限の深さであることが望ましい。また、凹部２０２ａを形成しつつ強度を保つには
ボルト２０２ｂの太さをφ２ｍｍ以上にすることが望ましいが、一方、ボルト２０２ｂが
太すぎると、リガチャー３が重くなり、装着時などに不都合が生じるため、φ６ｍｍ以下
にすることが望ましい。
【００１８】
　また、レール部材２０６は、ねじ２０７によって、帯状部材２０１に取り付けられてい
る。
【００１９】
　図４は、リガチャー３の分解図である。図４から明らかなように、帯状部材は、皮革製
又は布製のベルト２０１ａと、ベルトの両端に取り付けられた２本の金属棒２０１ｂ、２
０１ｃと、を備える。棒状部材２０２のボルト２０２ｂは、２本の金属棒２０１ｂ、２０
１ｃのそれぞれに設けられた穴に貫挿され、ナット２０２ｃによって締め付けられる。
【００２０】
　図５は、金属棒２０１ｂに形成された穴にボルト２０２ｂが挿入される様子をを示す図
である。図５に示すようにボルト２０２ｂのヘッド部分５０１には、ボルト２０２ｂの軸
に平行な平面部５０１ａ、５０１ｂが形成されている。一方、金属棒２０１ｂの穴の入口
端部にも平面部５０２ａ、５０２ｂが形成されている。平面部５０１ａと平面部５０２ａ
とが当接し、平面部５０１ｂと平面部５０２ｂとが当接することにより、ボルト２０２ｂ
の回転を規制する。これにより、図４に示したナット２０２ｃを片手で回転させるだけで
、リガチャー３を締め付けることが可能になる。
【００２１】
　ナット２０２ｃを捻っていくと、金属棒２０１ｂと金属棒２０１ｃとの間隔が次第に狭
くなる。これに伴い、図３に示す空間３０１が狭くなり、マウスピース１に対して強くリ
ード２を押圧していく。更に、棒状部材２０２とマウスピース１との間の距離が徐々に大
きくなり、棒状部材２０２が、マウスピース１から離れていく（図６参照）。
【００２２】
　つまり、凹部２０２ａは、あくまでも、ナット２０２ｃをゆるめた状態で、ボルト２０
２ｂにおいて、マウスピース１の外周に最も近い位置に形成される。したがって、ナット
２０２ｃを捻りこんだ状態、つまり演奏中には、凹部２０２ａは、図３における右側に移
動し、外部からはほとんど見えない状態となる。
【００２３】
　以上のように、本発明によれば、リガチャーの棒状部材に凹部を設けたことにより、そ
の棒状部材がマウスピースに干渉することがなくなり、マウスピースの傷を防止すること
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【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態を適用できる楽器としてアルトサックスの全体構成を示す図で
ある。
【図２】本発明の実施形態に係るリガチャーの全体構成を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係るリガチャーの構成を示す正面図である。
【図４】本発明の実施形態に係るリガチャーの構成を示す分解図である。
【図５】本発明の実施形態に係るリガチャーの部分拡大図である。
【図６】本発明の実施形態に係るリガチャーをマウスピースに完全に装着した状態を示す
正面図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１　マウスピース
　２　リード
　３　リガチャー
　２０１ａ　ベルト
　２０１ｂ、２０１ｃ　金属棒
　２０２　棒状部材
　２０６　レール部材

【図１】 【図２】



(6) JP 2010-26264 A 2010.2.4

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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